
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
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ホッパーとホッパー底部に穀類搬送手段を備えた平面形状が長方形の立方枠体の上端開口
４辺に、増ホッパーを構成する側板を夫々独立して起伏自在に軸支し、前記一方の相対す
る側板の伏倒状態で、その上に他方の相対する側板を伏倒させる穀類容器の側板の折畳み
構造において、前記、上に重なる側の側板の下縁部に、該側板の起立方向回動により立方
枠体の開口縁部外面を案内として圧接状態で移動し、かつ側板の外側面が立方枠体の外側
面と同一面側に臨んだ起立状態で該立方枠体の外側面に当接する側板の起立保持用の弾性
ロック板を設けたことを特徴とする穀類容器。

ホッパーとホッパー底部に穀類搬送手段を備えた平面形状が長方形の立方枠体の上端開口
４辺に、増ホッパーを構成する側板を夫々独立して起伏自在に軸支し、前記一方の相対す
る側板の伏倒状態で、その上に他方の相対する側板を伏倒させる穀類容器の側板の折畳み
構造において、前記、上に重なる側の側板の下縁部に、該側板の起立方向回動により立方
枠体の開口縁部外面を案内として圧接状態で移動し、かつ側板の外側面が立方枠体の外側
面と同一面側に臨んだ起立状態で該立方枠体の外側面に当接する側板の起立保持用の弾性
ロック板を設け、又前記４辺の全ての側板の起立状態と全ての側板の伏倒状態とを共通に
保持させる側板保持用の連結手段を側板に設けたことを特徴とする穀類容器。



【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、圃場で収穫された穀類を作業場に運ぶのに用いる穀類容器に係る技術
分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
この種従来の穀類容器は、縦桟枠と横桟枠により平面形状が方形状の立方枠体を構成し、
この立方枠体の内側に、この立方枠体の一側軸線にそって断面形状がＶ字形をした底板を
もつホッパーを設けるとともに、底板の谷部に穀類搬送手段を装架し、一方、前記立方枠
体の上部各辺に互いに連結される起伏可能な四枚の側板からなる増ホッパーを脱着可能に
設けたもので、このように構成された穀類容器を収穫時に運搬車の荷台に搭載し、コンバ
インなどにより刈取り脱穀調整された穀類を圃場から作業場に運搬するのに用いられてい
た。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述のような従来技術では、収穫時に立方枠体の上部四辺に側板を組み立て穀類の収量を
増加し、格納時に側板を分解する作業が要求される。増ホッパーを構成する側板は、一般
に運搬車の荷台の巾及び長さに匹敵する大きさを有しているため比較的重く、組み立て分
解作業に多くの労力と時間を要するばかりでなく、組み立て分解の取扱い時に側板が他物
に当たって互いに毀損したりすることがあり、
【０００４】

【０００５】
【課題を解決するための手段】

【０００６】
【発明の実施の形態】
図面について本発明実施例の詳細を説明する。
図１は本発明穀類容器の構成を示し、穀類容器の移動，格納状態を示す側面図、図２は図
１の正面図、図３は増ホッパーを形成した穀類容器の使用状態を示す斜視図、図４は増ホ
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不便であった。

本発明の目的は、増ホッパーの組み立て及び折畳み作業が容易にできる穀類容器を提供す
ることにある。

上記目的は、ホッパーとホッパー底部に穀類搬送手段を備えた平面形状が長方形の立方枠
体の上端開口４辺に、増ホッパーを構成する側板を夫々独立して起伏自在に軸支し、前記
一方の相対する側板の伏倒状態で、その上に他方の相対する側板を伏倒させる穀類容器の
側板の折畳み構造において、前記、上に重なる側の側板の下縁部に、該側板の起立方向回
動により立方枠体の開口縁部外面を案内として圧接状態で移動し、かつ側板の外側面が立
方枠体の外側面と同一面側に臨んだ起立状態で該立方枠体の外側面に当接する側板の起立
保持用の弾性ロック板を設けたことより達成される。
上記目的は、ホッパーとホッパー底部に穀類搬送手段を備えた平面形状が長方形の立方枠
体の上端開口４辺に、増ホッパーを構成する側板を夫々独立して起伏自在に軸支し、前記
一方の相対する側板の伏倒状態で、その上に他方の相対する側板を伏倒させる穀類容器の
側板の折畳み構造において、前記、上に重なる側の側板の下縁部に、該側板の起立方向回
動により立方枠体の開口縁部外面を案内として圧接状態で移動し、かつ側板の外側面が立
方枠体の外側面と同一面側に臨んだ起立状態で該立方枠体の外側面に当接する側板の起立
保持用の弾性ロック板を設け、又前記４辺の全ての側板の起立状態と全ての側板の伏倒状
態とを共通に保持させる側板保持用の連結手段を側板に設けたことにより達成される。
上記目的は、請求項１によれば、立方枠体上に折りたたまれる側板に弾性ロック板を設け
たことにより、側板がワンタッチ動作で垂直姿勢が保持でき、増ホッパーの組立て及び折
りたたみ格納操作が容易である。
上記目的は、請求項２によれば、各側板が連結手段により増ホッパーを確立し、又格納姿
勢を確立するので、取扱や移動中不用意に側板が開いて他物を毀損することがなく、取扱
い性の向上が図れる。



ッパーを構成する一方の相対する側板を折りたたんだ状態の斜視図、図５は増ホッパーを
構成する側板を全て折りたたんだ状態の斜視図、図６はロック板機構部を示す要部の拡大
断面図、図７は穀類容器の移動支持体の一部切欠側面図である。
【０００７】
図１～図６について本発明穀類容器Ａの構成を説明する。

この立方枠体１の内側には、これの長手軸線方
向にそって断面形状がＶ字形をした底板２をもつホッパー３が形成されている。前記底板
２の谷部に形成されたＵ字溝構造の凹所２ａに、モータ４により駆動される穀類移送用の
スクリュー移動体５を装架する。

【０００８】
立方枠体１の長辺側の横桟枠１ｂには、外周及び中間部が縦桟枠６ａと横桟枠６ｂとによ
って補強せしめた側板７を、蝶番８によって起伏可能に連結するとともに、立方枠体１の
短辺側の横桟枠１ｂには、長辺側の横桟枠１ｂに軸支した連結板９に下端を固定し、縦，
横桟枠６ａ，６ｂで補強された側板１０が起伏自在に連結されており、前記側板７，１０
によって増ホッパーＢを構成する。
【０００９】
図１から明らかなように、前記増ホッパーＢを構成する長辺側の側板７は、ホッパー２内
の上部、詳しくは、この側板７の厚み分下がった内面に蝶番８にて軸支され、２枚の側板
７が水平姿勢に折りたたまれたときに、両側板７の上面が立方枠体１の上部横桟枠１ｂ上
面と一致するように構成する。図中１１は両側板７の水平姿勢を維持するためのストッパ
ーである。又立方枠体１の短辺側に連結した両側板１０はそのまま内向きに折りたたまれ
、側板１０の左右側縦桟枠６ａの内面が、立方枠体１の長辺側上部の横桟枠１ｂ上に乗載
支持され、水平姿勢が保たれる。
【００１０】
図６から明らかなように、立方枠体１の短辺側の横桟枠１ｂは、この横桟枠１ｂの高さ分
だけ長辺側横桟枠１ｂの上面より突出するよう立方枠体１が構成されている。このことか
ら、前記増ホッパーＢを構成する短辺側の側板１０は、横桟枠１ｂの高さ分だけ短く形成
されており、又この側板１０を連結固定する連結板９はその分長尺に形成してある。
【００１１】
増ホッパーＢを構成する短辺側両側板１０の一側外面、詳しくは、図３に示すように、側
板１０の外面中央縦方向に設けた補強用の縦桟枠６ａの下端に、

このカール部１２ａに負荷が
作用していない状態にある作用点ａと連結板９の中心点９ａとを結ぶ距離Ｌ１と、立方枠
体１の短辺側横桟枠１ｂの外側上部角稜部ｂと連結板９の中心点９ａを結ぶ距離Ｌ２との
関係は、Ｌ１＜Ｌ２である。又図６の実線で示すロック板１２の負荷時における作用点ａ
と連結板９の中心点９ａ間の距離Ｌ３と、前記Ｌ１とＬ２との関係は、Ｌ１＜Ｌ３＜Ｌ２
の条件が得られるようにロック板１２の作用点ａを設定する。
【００１２】
次に、増ホッパー姿勢と格納姿勢を確率するための連結手段、即ち連結金具について説明
する。
連結金具１３は次のように構成されている。即ち、増ホッパーＢの短辺側を構成する側板
１０の左右縦桟枠６ａの外側上部、詳しくは、長辺側側板７の縦桟枠６ａの外側面と同一
面となる縦桟枠６ａの上部に軸受筒１４を水平に設け、この軸受筒１４に軸杆１５を回動
自在に軸支するとともに、長辺側側板７の左右両縦桟枠６ａの内側面に水平姿勢のピン１
６を設ける。前記軸杆１５に側板７の縦桟枠６ａの巾を介してピン１６に下側から回動係
脱する凹所１７を有し、かつ、操作レバー１８をもつ係合板１９を設けたもので、連結金
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平面形状が長方形の立方枠体１を構成し、

なお、前記立方枠体１は縦桟枠１ａと横桟枠１ｂとで構
成されている。

側板１０の起立方向回動
によって立方枠体１の短辺側横桟枠１ｂを案内として圧接状態で移動し、かつ側板１０の
外側面が立方枠体１の外側面と同一面側、つまり本例では縦桟枠１ａの外側面と同一面側
に臨んだ起立状態で前記縦桟枠１ａの外側面に当接する板バネ製のロック板を設ける。
弾性ロック板１２の下部遊動端にカール部１２ａを形成し、



具１３は上述のように構成されるとともに、この連結金具１３によって
増ホッパーＢの組立て姿勢と格

納姿勢が確立される。
【００１３】
運搬車２０の荷台２１に穀類容器Ａを搭載，荷卸し及び格納する手段について説明する。
この手段は２基一組の移動支持体Ｃと、これに軸支支持される穀類容器Ａとからなる。こ
の移動支持体Ｃは次のように構成されている。即ち、増ホッパーＢを構成する側板７，１
０を折りたたみ格納した状態の穀類容器Ａの高さより若干長尺で、水平姿勢の台杆２２の
前後端部下面にキャスター２３をとりつけ、台杆２２の上面中央に、図７に示すように、
上端内部に螺筒２４を設けた角パイプ構造の支持基杆２５を垂設する。この支持基杆２５
の上部に、角パイプ構造で内部に前記螺筒２４に螺合し上端にハンドル２６を有する螺杆
２７を回動自在に挿入した支持杆２８を伸縮調整可能に被嵌する。この支持杆２８の上端
内側、詳しくは、穀類容器Ａに面する側の上端に水平姿勢の円筒状のアーム２９を設け、
このアーム２９の先端に穀類容器Ａに設けた水平の軸３０が挿入され、穀類容器Ａがアー
ム２９を中心として回動し、穀類容器Ａの水平姿勢と垂直姿勢が維持されるようにしたも
のである。図中３１はピン３２を有する傾斜姿勢のストッパーアーム、３３はピン３２に
係合する回動ストッパーである。
【００１４】
【発明の効果】
上述のように本発明の構成によれば、次のような効果が得られる。

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明穀類容器の構成を示し、穀類容器の移動，格納状態を示す側面図である。
【図２】図１の正面図である。
【図３】増ホッパーを形成した穀類容器の使用状態を示す斜視図である。
【図４】増ホッパーを構成する一方の相対する側板を折りたたんだ状態の斜視図である。
【図５】増ホッパーを構成する側板を全て折りたたんだ状態の斜視図である。
【図６】ロック板機構部を示す要部不の拡大断面図である。
【図７】穀類容器の移動支持体の一部切欠側面図である。
【符号の説明】
Ａ　穀類容器
Ｂ　増ホッパー
Ｃ　移動支持体
ａ　作用点
ｂ　角稜部
１　立方枠体
１ａ　縦桟枠
１ｂ　横桟枠
２　底板
２ａ　Ｕ字溝構造の凹所
３　ホッパー
４　モータ
５　スクリュー移動体
６ａ　縦桟枠
６ｂ　横枠杆
７　側板
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４辺の全ての側板
の起立状態と全ての側板の伏倒状態を保持させる。つまり

（ａ）立方枠体上に折りたたまれる側板に弾性ロック板を設けたことにより、側板がワン
タッチ動作で垂直姿勢が保持でき、増ホッパーの組立て及び折りたたみ格納操作が容易で
ある。
（ｂ）各側板が連結手段により増ホッパーを確立し、又格納姿勢を確立するので、取扱や
移動中不用意に側板が開いて他物を毀損することがなく、取扱い性の向上が図れる。



８　蝶番
９　連結板
９ａ　中心点
１０　側板
１１　ストッパー
１２　ロック板
１２ａ　カール部
１３　連結金具
１４　軸受筒
１５　軸杆
１６　ピン
１７　回動係脱する凹所
１８　操作レバー
１９　係合板
２０　運搬車
２１　荷台
２２　台杆
２３　キャスター
２４　螺筒
２５　支持基杆
２６　ハンドル
２７　螺杆
２８　支持杆
２９　アーム
３０　軸
３１　ストッパーアーム
３２　ピン
３３　回動ストッパー
Ｌ１　距離
Ｌ２　距離
Ｌ３　距離
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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